
 

 

 

 

報道機関各位 

 

～「もったいない」から「ありがとう」へ～ 

めざせ食品ロスゼロ！ フードドライブを実施 

 

 本市では、食品ロスの削減及び食品の有効活用を図るため、ご家庭で余って

いる食品を回収し、それを必要としている福祉団体、施設、こども食堂等にフ

ードバンクを通じて提供する「フードドライブ」を実施します。 

 またフードドライブを実施するにあたり、本市が回収した食品を引き取り、

福祉団体等に提供する活動を行う「フードバンク事業所」を募集します。 

 

記 

 

フードドライブ 

 

１ 期  間  ２月８日(月)～１０日(水) ９時～１６時 

 

２ 場  所  たつの市役所新館玄関前ピロティ 

 

３ 対象品目  常温保存できる食品 

         例：缶詰、インスタント食品、レトルト食品、乾物、 

お米、調味料、粉ミルク、菓子類 等 

    

※ただし、以下の食品を除きます。 

          ・開封済みや包装や外装が破れているもの 

・賞味期限が一ヶ月を切ったもの 

・生鮮食品 

・アルコール類（みりん、料理酒は除く） 

 

 

たつの市定例記者発表資料 

発表年月日 令和３年１月５日（火） 

担  当  課 市民生活部環境課 

電   話 0791-64-3150 



 

フードバンク事業所の募集 

 

１ 応募要件   

（１）市が指定する日時・場所で食品を引き取り、福祉団体等に提供するま

で適正に保管・管理できる施設を市内に有すること 

（２）食品の引き取り・保管・提供にかかる費用は事業所の負担とし、当該

事業以外の目的に食品を利用しないこと 

（３）たつの市暴力団の排除に関する条例（平成２４年条例第１号）第２条

第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第

３号に規定する暴力団密接関係者でないこと 

 

２ 応募方法  市ホームページで申込書をダウンロードし、環境課に提出 

 

３ 応募期間  １月５日（火）～２９日（金）         

 

 

 


